
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
提
出

質

問

第

一

二

二

号

東
京
電
力
改
革
・
�
Ｆ
問
題
委
員
会
な
ど
複
数
の
有
識
者
会
議
の
連
関
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

122



東
京
電
力
改
革
・
�
Ｆ
問
題
委
員
会
な
ど
複
数
の
有
識
者
会
議
の
連
関
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
処
理
や
原
発
を
運
営
す
る
費
用
に
関
し
、
経
済
産
業
省
や
内
閣
府
で
複
数
の
有
識
者
会
議

が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
が
複
数
に
分
散
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
に

は
政
府
が
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
極
め
て
分
か
り
難
い
。

そ
こ
で
、
東
京
電
力
改
革
・
�
Ｆ
問
題
委
員
会
（
経
済
産
業
省
）
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
貫
徹
の
た
め
の
政
策
小
委
員
会

（
経
済
産
業
省
）
、
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
専
門
部
会
（
内
閣
府
）
の
連
関
性
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す

る
。

一

そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
の
法
律
上
の
位
置
付
け
、
設
置
年
月
日
、
構
成
員
、
事
務
局
担
当
部
署
、
設
置
目
的
、
公
開
の
有
無
、

会
議
の
全
て
を
記
し
た
議
事
録
公
開
の
有
無
、
会
議
の
結
論
及
び
議
論
内
容
が
ど
の
よ
う
に
政
府
の
政
策
に
反
映
さ
れ
る
の

か
、
会
議
の
相
互
の
連
関
性
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
以
上
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。
特
に
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
の
設
置
目
的
、
会
議
の
結
論
及
び
議
論
内
容
が
ど
の
よ
う
に
政
府
の
政
策
に
反
映
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
理
解
し
や
す
い
用
語
で
分
か
り
易
く
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

二

右
の
問
い
に
つ
い
て
、
会
議
が
非
公
開
、
さ
ら
に
全
文
議
事
録
も
非
公
開
の
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
国
民
が
理

一



解
で
き
る
よ
う
な
言
葉
で
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


